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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第46期

第２四半期
連結累計期間

第47期
第２四半期
連結累計期間

第46期

会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年９月30日

自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

売上高 (百万円) 770,077 734,942 1,586,293

経常利益 (百万円) 62,545 54,053 133,028

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 42,884 36,933 90,380

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 40,500 35,770 84,382

純資産額 (百万円) 262,130 299,357 286,161

総資産額 (百万円) 812,656 848,835 880,289

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 613.19 538.22 1,306.71

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 612.75 537.92 1,305.77

自己資本比率 (％) 32.38 35.66 32.55

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 55,223 27,793 102,129

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,310 △5,280 △18,301

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △91,500 △34,770 △111,410

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 145,726 147,407 159,902

回次
第46期

第２四半期
連結会計期間

第47期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 327.70 296.03

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。

２．売上高には、消費税等は含まれていません。

３．純資産額には、株式給付信託、従業員持株ＥＳＯＰ信託及び役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式が「自

己株式」として計上されています。但し、2014年３月31日以前に契約を締結した信託が所有する当社株式に

ついては、１株当たり四半期(当期)純利益、潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益及び自己資本比

率の算出にあたっては、上記の当社株式を自己株式とみなしていません。

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。なお、重要事象等は存在していません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。

（1）経営成績

当第２四半期連結累計期間における国内経済は、国内外における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

による経済活動の停滞からやや回復の兆しはあるものの、依然として先行きの不透明な状況が続きました。

住宅業界においては、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言の解除後も、感染拡大防止策を踏まえた営

業活動等、慎重な対応が求められる状況が続きました。社会活動レベルの段階的引き上げに伴い、回復の兆しが見

えつつありますが、依然、前途多難な状況が続いています。

新設住宅着工戸数については、前年同月比15ヶ月連続して減少し、2020年９月は前年同月比9.9％の減少となりま

した。当社グループが主力とする賃貸住宅分野においても、金融機関の融資厳格化等の影響により、貸家着工戸数

が前年同月比25ヶ月連続して減少し、2020年９月においては前年同月比14.8％の減少となりました。

一方で、利便性の高い、安心・快適な賃貸建物の需要は引き続き底堅く推移するものと見込まれます。賃貸住宅

分野は、入居需要に基づく健全な賃貸建物経営のノウハウに加え、入居者様の多様化するニーズに応え、災害に強

い防災賃貸住宅、環境に配慮した賃貸住宅、ライフスタイルに合わせたスマート賃貸住宅などの提供に取り組む必

要があります。

このような状況の中、中期経営計画「新５ヵ年計画」（2019年度～2023年度）の２年目として、基本方針「夢や

将来を託され、継続した成長ができる企業へ」の下、「ウィズコロナ」を踏まえた営業スタイルの確立等、新たな

事業戦略を遂行し、引き続き賃貸住宅事業の強化を図っていきます。また、これまでの当社グループのリソースも

活用しつつ、賃貸住宅事業以外の新しい取り組みを着実に進め、賃貸住宅専業から総合賃貸事業を核とした生活総

合支援企業を目指していきます。

当社グループの連結業績は、売上高7,349億42百万円（前年同四半期比4.6％減）、営業利益517億58百万円（前年

同四半期比13.7％減）、経常利益540億53百万円（前年同四半期比13.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益

369億33百万円（前年同四半期比13.9％減）となりました。

売上高は、前年同四半期比351億34百万円（4.6％）減少の7,349億42百万円となりました。これは主に、一括借上

物件の増加等に伴い不動産事業売上高が153億87百万円（3.2％）増加した一方、完成工事高が504億28百万円（19.8

％）減少したことによるものです。

当第２四半期連結累計期間における売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

（単位：百万円）

セグメントの名称 前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 前期増減率

建設事業 254,490 204,062 △19.8%

不動産事業 487,200 502,588 3.2%

金融事業 4,336 4,980 14.8%

その他 24,048 23,311 △3.1%

計 770,077 734,942 △4.6%

(注) セグメント間の取引については、相殺消去しています。

売上総利益は、前年同四半期比134億32百万円（10.1％）減少の1,198億73百万円となりました。これは主に、一

括借上物件の増加に伴い不動産事業総利益が56億円（11.6％）増加した一方、完成工事高減少等により完成工事総

利益が194億４百万円（26.1％）減少したことによるものです。

営業利益は、前年同四半期比82億49百万円（13.7％）減少の517億58百万円となりました。これは主に、売上総利

益が134億32百万円（10.1％）減少した一方、販売費及び一般管理費が51億82百万円（7.1％）減少したことによる

ものです。

経常利益は、前年同四半期比84億92百万円（13.6％）減少の540億53百万円となりました。これは主に、営業利益

が82億49百万円（13.7％）減少したことによるものです。
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セグメントごとの経営成績は次のとおりです。

建設事業

建設事業は、完成工事高が４月の緊急事態宣言下での施工現場休止の影響等により前年同四半期比19.8％減の

2,040億62百万円となりました。完成工事総利益率は、完成工事高減少による固定費率の相対的な上昇等により、

前年同四半期比2.3ポイント低下の26.9％となりました。完成工事高の減少及び完成工事利益率の低下により、完

成工事売上総利益は前年同四半期比26.1％減の548億32百万円、営業利益は前年同四半期比43.0％減の199億46百

万円となりました。

建物種別の完成工事高は、次のとおりです。

（単位：百万円）

建物種別
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

前期増減率
金額 構成比 金額 構成比

建設事業

居住用 249,330 98.0% 197,011 96.6% △21.0%

賃貸住宅 248,228 97.6% 196,105 96.1% △21.0%

戸建住宅 1,101 0.4% 905 0.5% △17.8%

事業用 2,279 0.9% 2,295 1.1% 0.7%

その他 2,881 1.1% 4,755 2.3% 65.1%

小計 254,490 100.0% 204,062 100.0% △19.8%

不動産事業

　 営繕工事 20,393 － 17,582 － △13.8%

合計 274,884 － 221,644 － △19.4%

(注) 前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間において完成工事高総額に対する割合が100分の10以

上の相手先はありません。
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受注工事高は、４月の緊急事態宣言下での営業活動休止及び５月の緊急事態宣言解除後の訪問営業自粛等の影

響により前年同四半期比50.1％減の1,267億90百万円となり、2020年９月末の受注工事残高は、前年同四半期比

15.8％減の7,350億94百万円となりました。

建物種別の受注工事高は、次のとおりです。

（単位：百万円）

建物種別
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

前期増減率
金額 構成比 金額 構成比

建設事業

居住用 234,427 97.2% 107,821 94.7% △54.0%

賃貸住宅 233,014 96.6% 106,739 93.8% △54.2%

戸建住宅 1,413 0.6% 1,081 0.9% △23.4%

事業用 2,500 1.0% 2,674 2.4% 7.0%

その他 4,381 1.8% 3,309 2.9% △24.5%

小計 241,309 100.0% 113,805 100.0% △52.8%

不動産事業

　 営繕工事 13,019 － 12,984 － △0.3%

合計 254,329 － 126,790 － △50.1%

建物種別の受注工事残高は、次のとおりです。

（単位：百万円）

建物種別
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

前期増減率
金額 構成比 金額 構成比

建設事業

居住用 847,944 97.8% 707,355 97.1% △16.6%

賃貸住宅 843,971 97.3% 703,059 96.5% △16.7%

戸建住宅 3,973 0.5% 4,296 0.6% 8.1%

事業用 9,999 1.1% 12,107 1.7% 21.1%

その他 9,461 1.1% 9,105 1.2% △3.8%

小計 867,406 100.0% 728,569 100.0% △16.0%

不動産事業

　 営繕工事 5,843 － 6,525 － 11.7%

合計 873,249 － 735,094 － △15.8%
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不動産事業

不動産事業は「賃貸経営受託システム」による一括借上物件の増加に伴い、借上会社である大東建託パートナ

ーズ株式会社の家賃収入が増加したことや「連帯保証人不要サービス」を提供しているハウスリーブ株式会社の

収入拡大等により、不動産事業売上高が前年同四半期比3.2％増の5,025億88百万円となり、営業利益は前年同四

半期比18.8％増の328億64百万円となりました。

不動産事業の売上実績の内訳は、次のとおりです。

（単位：百万円）

区分
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

前期増減率
金額 構成比 金額 構成比

一括借上 439,113 90.1% 455,759 90.6% 3.8%

営繕工事 20,393 4.2% 17,582 3.5% △13.8%

不動産仲介 9,132 1.8% 8,924 1.8% △2.3%

家賃保証事業 6,874 1.4% 7,780 1.5% 13.2%

電力事業 4,175 0.9% 4,289 0.9% 2.7%

賃貸事業 3,197 0.7% 3,366 0.7% 5.3%

その他 4,313 0.9% 4,886 1.0% 13.3%

計 487,200 100.0% 502,588 100.0% 3.2%

入居者斡旋件数（注１）は、４月の緊急事態宣言下での店舗閉鎖の影響により前年同期比1.0％減の152,807件

となりました。2020年９月の家賃ベース入居率（注２）は、居住用で前年同月比0.1ポイント低下の96.7％、事業

用で前年同月比0.3ポイント低下の98.5％となりました。

　

(注) １．大東建託パートナーズ㈱、大東建託リーシング㈱の合計件数（他社管理物件含む）

２．家賃ベース入居率＝1－(空室物件の借上家賃支払額／家賃総額)

　金融事業

金融事業は、土地オーナー様・入居者様へ家賃や家財を補償する少額短期保険ハウスガード株式会社の契約数

の増加等により、金融事業売上高が前年同四半期比14.8％増の49億80百万円となり、営業利益は前年同四半期比

30.8％増の25億85百万円となりました。

　

その他

その他事業は、マレーシアホテルの新型コロナウイルス感染症の影響による稼働率減少に伴い売上高が減少し

た一方で、ガスパルグループのＬＰガス供給戸数の増加等により営業利益は増加し、その他の事業売上高が前年

同四半期比3.1％減の233億11百万円となり、営業利益は前年同四半期比8.2％増の34億80百万円となりました。
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（2）財政状態

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比314億53百万円減少の8,488億35百万円となりました。これは

主に、完成工事未収入金等162億21百万円及び現金預金134億91百万円が減少したことによるものです。

負債は、前期末比446億49百万円減少の5,494億78百万円となりました。これは主に一括借上修繕引当金91億円が

増加した一方、工事未払金221億78百万円、未払法人税等109億96百万円及び長期借入金102億20百万円が減少したこ

とによるものです。

純資産は、前期末比131億96百万円増加の2,993億57百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四

半期純利益の計上により369億33百万円増加した一方、配当金の支払いにより236億75百万円が減少したことによる

ものです。

以上により、自己資本比率は前期末比3.2ポイント増加の35.7％となりました。

　

（3）キャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比124億94百万円減少し、1,474億７

百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フローは、277億93百万円の獲得（前年同四半期連結累計期間は552億23百万円の獲

得）となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上540億60百万円、売上債権の減少額162億10

百万円及び一括借上修繕引当金の増加額91億円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額310億66百万円及び

仕入債務の減少額221億69百万円です。

投資活動によるキャッシュ・フローは、52億80百万円の使用（前年同四半期連結累計期間は53億10百万円の使

用）となりました。主な獲得要因は、有価証券の売却及び償還による収入40億円です。一方、主な使用要因は、有

形固定資産の取得による支出41億95百万円、無形固定資産の取得による支出25億49百万円及び投資有価証券の取得

による支出12億56百万円です。

財務活動によるキャッシュ・フローは、347億70百万円の使用（前年同四半期連結累計期間は915億円の使用）と

なりました。主な使用要因は、配当金の支払額236億75百万円及び長期借入金の返済による支出110億60百万円で

す。

（4） 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

　

（5）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は６億９百万円です。なお、当第２四半

期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当社は、2020年10月19日開催の取締役会において、株式会社インヴァランスの株式を取得することについて決議し、

同日付けにて株式譲渡契約書を締結しました。

取引の詳細については、「第４ 経理の状況 １.四半期連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載して

います。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 329,541,100

計 329,541,100

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2020年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 68,918,979 68,918,979

東京証券取引所
（市場第一部）
名古屋証券取引所
（市場第一部）

単元株式数100株

計 68,918,979 68,918,979 ― ―

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2020年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれていません。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2020年７月１日～
2020年９月30日

― 68,918,979 ― 29,060 ― 34,540
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(5) 【大株主の状況】

2020年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を

除く。)の総数に
対する所有株式数

の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）

港区浜松町二丁目11-３ 5,771 8.38

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
（常任代理人香港上海銀行東京支店
カストディ業務部）

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA
02111
（中央区日本橋三丁目11-１）

4,289 6.23

株式会社日本カストディ銀行（信託
口）

中央区晴海一丁目８-12 3,501 5.08

住友不動産株式会社 新宿区西新宿二丁目４-１ 1,606 2.33

大東建託協力会持株会 港区港南二丁目16-１ 1,572 2.28

株式会社日本カストディ銀行（信託
口５）

中央区晴海一丁目８-12 1,427 2.07

THE BANK OF NEW YORK MELLON
140044
（常任代理人株式会社みずほ銀行決
済営業部）

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY
10286, U.S.A.
（港区港南二丁目15-１）

1,272 1.85

BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT
（常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀
行）

240 GREENWICH STREET, NEW YORK,
NEW YORK 10286 U.S.A.
（千代田区丸の内二丁目７-１）

1,117 1.62

STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY 505103
（常任代理人香港上海銀行東京支店
カストディ業務部）

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA
02111
（中央区日本橋三丁目11-１）

1,084 1.57

JP MORGAN CHASE BANK 385781
（常任代理人株式会社みずほ銀行決
済営業部）

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON,
E14 5JP, UNITED KINGDOM
（港区港南二丁目15-１）

1,068 1.55

計 － 22,710 32.98

(注) １．発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合の算定上、発行済株式総数から控除する

自己株式には、株式給付信託、従業員持株ＥＳＯＰ信託及び役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式は含ま

れていません。

２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年７月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び

資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号変更しています。

　 ３．2020年６月11日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ウォルター・ス

コット・アンド・パートナーズ・リミテッド及び共同保有者１社が、2020年６月８日現在で以下のとおり株

式を保有している旨が記載されていますが、当社として2020年９月30日現在における実質所有株式数の確認

ができないため、上記大株主の状況に含めていません。なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は、以

下のとおりです。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

ウォルター・スコット・アンド・パ
ートナーズ・リミテッド

英国、EH2 4DR、エジンバラ、ワン・シャ
ルロット・スクエア

3,346 4.86

メロン・インベストメンツ・コーポ
レーション

アメリカ合衆国、マサチューセッツ州
02108、ボストン、ワン・ボストン・プレ
イス、BNYメロン・センター

144 0.21
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　 ４．2020年10月２日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、野村證券株式会

社及び共同保有者２社が、2020年９月30日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されています

が、当社として2020年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況に含

めていません。なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は、以下のとおりです。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 365 0.53

ノムラ インターナショナル ピー
エルシー（ＮＯＭＵＲＡ ＩＮＴＥ
ＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ）

1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United
Kingdom

134 0.20

野村アセットマネジメント株式会社 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 2,999 4.35
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式 ― ―
54,600

完全議決権株式(その他)
普通株式

686,057 ―
68,605,700

単元未満株式
普通株式

― 一単元（100株）未満の株式
258,679

発行済株式総数 68,918,979 ― ―

総株主の議決権 ― 686,057 ―

(注) １．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、すべて当社保有の自己株式です。

２．「完全議決権株式（自己株式等）」欄には、株式給付信託、従業員持株ＥＳＯＰ信託及び役員報酬ＢＩＰ信

託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれていません。

３．「完全議決権株式（その他）」株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,300株が含まれています。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれています。

② 【自己株式等】

2020年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
大東建託株式会社

港区港南２丁目16-１ 54,600 － 54,600 0.08

計 ― 54,600 － 54,600 0.08

(注) 株式給付信託、従業員持株ＥＳＯＰ信託及び役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含

まれていません。

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しています。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2020年７月１日から2020年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けています。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 159,930 146,438

金銭の信託 14,000 14,000

完成工事未収入金等 76,456 60,235

有価証券 4,028 2,031

未成工事支出金 12,098 12,480

その他のたな卸資産 ※1 4,329 ※1 5,349

前払費用 69,187 69,502

営業貸付金 127,592 122,324

その他 23,462 26,943

貸倒引当金 △481 △456

流動資産合計 490,604 458,849

固定資産

有形固定資産 175,304 172,586

無形固定資産 28,282 27,038

投資その他の資産

投資有価証券 45,799 46,164

劣後債及び劣後信託受益権 ※2 10,642 ※2 10,431

その他 134,783 139,054

貸倒引当金 ※2 △5,127 ※2 △5,288

投資その他の資産合計 186,098 190,361

固定資産合計 389,684 389,986

資産合計 880,289 848,835
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

工事未払金 54,760 32,581

1年内返済予定の長期借入金 21,640 20,800

未払法人税等 30,081 19,084

未成工事受入金 40,258 36,690

前受金 89,571 90,895

賞与引当金 14,131 12,783

預り金 10,003 8,622

その他 58,071 56,526

流動負債合計 318,519 277,984

固定負債

長期借入金 61,110 50,890

一括借上修繕引当金 151,862 160,963

退職給付に係る負債 15,228 14,101

長期預り保証金 33,644 32,186

その他 13,763 13,352

固定負債合計 275,609 271,494

負債合計 594,128 549,478

純資産の部

株主資本

資本金 29,060 29,060

資本剰余金 34,540 34,540

利益剰余金 243,349 255,574

自己株式 △11,021 △8,728

株主資本合計 295,929 310,447

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 767 1,122

繰延ヘッジ損益 258 96

土地再評価差額金 △7,584 △7,584

為替換算調整勘定 △3,841 △5,593

退職給付に係る調整累計額 △3,011 △2,550

その他の包括利益累計額合計 △13,412 △14,508

新株予約権 482 373

非支配株主持分 3,161 3,044

純資産合計 286,161 299,357

負債純資産合計 880,289 848,835
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高

完成工事高 254,490 204,062

不動産事業売上高 487,200 502,588

その他の事業売上高 28,385 28,291

売上高合計 770,077 734,942

売上原価

完成工事原価 180,253 149,230

不動産事業売上原価 439,099 448,887

その他の事業売上原価 17,418 16,951

売上原価合計 636,771 615,069

売上総利益

完成工事総利益 74,237 54,832

不動産事業総利益 48,100 53,700

その他の事業総利益 10,967 11,340

売上総利益合計 133,305 119,873

販売費及び一般管理費 ※ 73,297 ※ 68,114

営業利益 60,008 51,758

営業外収益

受取利息 209 188

受取配当金 148 134

受取手数料 1,454 1,229

持分法による投資利益 531 101

助成金収入 － 857

雑収入 880 648

営業外収益合計 3,224 3,159

営業外費用

支払利息 106 106

貸倒引当金繰入額 51 7

支払手数料 － 153

債権売却損 274 349

雑支出 253 248

営業外費用合計 686 864

経常利益 62,545 54,053

特別利益

固定資産売却益 5 5

投資有価証券売却益 － 214

特別利益合計 5 220

特別損失

固定資産除売却損 163 201

災害による損失 － 11

投資有価証券売却損 3 －

特別損失合計 167 212

税金等調整前四半期純利益 62,383 54,060

法人税、住民税及び事業税 20,453 20,366

法人税等調整額 △991 △3,173

法人税等合計 19,462 17,192

四半期純利益 42,920 36,867

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

35 △65

親会社株主に帰属する四半期純利益 42,884 36,933
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 42,920 36,867

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,301 355

繰延ヘッジ損益 △132 △161

為替換算調整勘定 △1,471 △1,752

退職給付に係る調整額 485 460

その他の包括利益合計 △2,419 △1,097

四半期包括利益 40,500 35,770

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 40,456 35,837

非支配株主に係る四半期包括利益 43 △67
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 62,383 54,060

減価償却費 6,906 7,745

貸倒引当金の増減額（△は減少） 258 135

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,686 △1,348

一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） 10,200 9,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △369 △463

受取利息及び受取配当金 △358 △322

支払利息 106 106

投資有価証券売却損益（△は益） 3 △214

持分法による投資損益（△は益） △531 △101

売上債権の増減額（△は増加） 6,675 16,210

未成工事支出金の増減額（△は増加） 208 △381

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 1,720 △1,023

前払費用の増減額（△は増加） △493 96

営業貸付金の増減額（△は増加） △3,633 5,268

仕入債務の増減額（△は減少） △1,336 △22,169

未成工事受入金の増減額（△は減少） △3,841 △3,568

前受金の増減額（△は減少） 19,656 1,327

長期預り保証金の増減額（△は減少） △646 △1,457

その他 △2,663 △4,837

小計 84,560 58,164

利息及び配当金の受取額 758 801

利息の支払額 △108 △106

法人税等の支払額 △29,987 △31,066

営業活動によるキャッシュ・フロー 55,223 27,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 1,000 －

定期預金の預入による支出 △1,000 △3

金銭の信託の減少による収入 1,000 －

有価証券の売却及び償還による収入 8,010 4,000

有形固定資産の取得による支出 △7,204 △4,195

無形固定資産の取得による支出 △4,936 △2,549

投資有価証券の取得による支出 △566 △1,256

投資有価証券の売却及び償還による収入 34 503

その他 △1,648 △1,780

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,310 △5,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △9,912 △11,060

自己株式の処分による収入 1,010 3,489

自己株式の取得による支出 △59,925 △3,345

配当金の支払額 △22,484 △23,675

非支配株主への配当金の支払額 △66 △67

その他 △122 △111

財務活動によるキャッシュ・フロー △91,500 △34,770

現金及び現金同等物に係る換算差額 △299 △236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,887 △12,494

現金及び現金同等物の期首残高 187,614 159,902

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 145,726 ※ 147,407
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【注記事項】

（追加情報）

（株式給付信託及び従業員持株ＥＳＯＰ信託における取引の概要等）
当社グループは、従業員の福利厚生制度の拡充を図るとともに当社グループの業績や株価への意識を高め企業価値向

上を図ること並びに株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託」及び「従
業員持株ＥＳＯＰ信託」を設定しています。
　
１．株式給付信託

(1) 取引の概要
2011年７月４日開催の取締役会において、従業員の新しいインセンティブ・プランとして「株式給付信託（Ｊ－

ＥＳＯＰ）」（以下「本制度」）を導入することについて決議しました。
本制度は予め当社グループが定めた株式給付規程に基づき、当社従業員並びに当社役員を兼務しない子会社役員

及び従業員（以下「従業員等」）が株式の受給権を取得した場合に、当該従業員等に当社株式を給付する仕組みで
す。
当社グループは、従業員等の中から業績や成果に応じて「ポイント」（１ポイントを１株とする）を付与する者

を選定し、ポイント付与を行います。一定の要件を満たした従業員等に対して獲得したポイントに相当する当社株
式を給付します。従業員等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信
託財産として分別管理するものとします。
本制度により、従業員の勤労意欲の向上や中期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲が高まることが期待さ

れます。
　

(2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 2015年
３月26日）を適用していますが、従来採用していた方法により会計処理を行っています。

　
(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項
①信託における帳簿価額は前連結会計年度4,009百万円、当第２四半期連結会計期間6,754百万円です。信託が保有
する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しています。

②期末株式数は前第２四半期連結会計期間278,328株、当第２四半期連結会計期間506,744株であり、期中平均株式
数は、前第２四半期連結累計期間287,025株、当第２四半期連結累計期間382,363株です。期末株式数及び期中平
均株式数は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めていません。

　
２．従業員持株ＥＳＯＰ信託
(1) 取引の概要

2015年11月24日開催の取締役会において、当社グループの中長期的な企業価値を高めることを目的として、従業
員インセンティブ・プラン「従業員持株ＥＳＯＰ信託」の再導入を決議しました。
当社が「大東建託従業員持株会」（以下「当社持株会」）に加入する従業員（以下「従業員」）のうち一定の要

件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託設定後５年間に亘り当社持株会が取得すると見込ん
だ数の当社株式を、予め定めた取得期間中（2015年12月16日～2016年１月29日）に取得しました。その後、当該信
託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却しています。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合
には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係
る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業
員への追加負担はありません。
　

(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により、純資産の部に自己株式と

して計上しています。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度1,760百万円、131,700株、当第２四
半期連結会計期間493百万円、36,900株です。

　
(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度 1,200百万円、当第２四半期連結会計期間 360百万円
　
なお、これらの信託が所有する当社株式は、会社法上の自己株式に該当せず、議決権や配当請求権など通常の株式と

同様の権利を有しています。また、会社法第461条第２項の分配可能額の計算に際して、会社法上の自己株式は控除され
ますが、これらの信託が所有する当社株式は控除されません。

　



― 19 ―

（役員報酬ＢＩＰ信託における取引の概要等）
当社は、2019年６月25日開催の第45期定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「取締役」）

を対象とし、取締役の報酬と当社の業績及び株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の
増大への貢献意識を高めるとともに、取締役の株式保有を通じた株主との利害共有を強化することを目的として、業績
連動型株式報酬制度（以下「本制度」）を決議し導入しています。

(1) 取引の概要
本制度は、役位や業績目標の達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給

付する役員向けの株式報酬制度です。当社は2020年３月31日で終了する事業年度から2022年３月31日で終了する事
業年度までの３事業年度及び以降の各３事業年度（以下「対象期間」）を対象とし、対象期間ごとに合計19億円を
上限とする金銭を、取締役への報酬の原資として拠出し、受益者要件を充足する取締役を受益者とする信託期間３
年間の信託（役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託）を設定します。信託期間中、取締役に対するポイン
トの付与を行いますが、対象期間である３事業年度を対象として取締役に付与されるポイント数（当社株式数）の
上限は210,000ポイント（210,000株）とし、対象期間終了後、信託は取締役に対してポイント数に応じて当社株式
等の交付及び換価処分金相当額の給付を行います。なお、信託の信託期間の満了時において、新たな信託を設定し、
または信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本制度を継続的に実施することを予定しています。

(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により、純資産の部に自己株式と

して計上しています。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度808百万円、59,000株、当第２四半期
連結会計期間657百万円、47,991株です。
　

なお、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式は、会社法上の自己株式に該当せず、議決権や配当請求権など通常の
株式と同様の権利を有しています。また、会社法第461条第２項の分配可能額の計算に際して、会社法上の自己株式は控
除されますが、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式は控除されません。

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）
前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見

積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響の仮定について重要な変更はありません。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１．その他のたな卸資産の内訳は、次のとおりです。

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

商品及び製品 285百万円 288百万円

原材料及び貯蔵品 4,043百万円 5,061百万円

※２．劣後債等

当社は賃貸用共同住宅の建築を注文される顧客のために、金融機関等と連携して、金融機関等が設立した特別

目的事業体（ＳＰＥ）を利用する証券化を前提としたアパートローンを斡旋しています。

顧客が当該アパートローンを利用する場合には、当社は当該金融機関等との協定により、当該ＳＰＥの発行す

る劣後債又は劣後信託受益権を購入することとなっており、その購入状況等は、次のとおりです。

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

劣後債及び劣後信託受益権 10,642百万円 10,431百万円

貸倒引当金 △121百万円 △107百万円

劣後債及び劣後信託受益権
の当初引受割合

6.17％ 6.17％

償還期限 2034年11月～2043年２月 2034年11月～2043年２月

ＳＰＥの貸付債権残高 34,403百万円 32,936百万円

ＳＰＥの社債又は信託受益権残高 34,511百万円 33,043百万円

ＳＰＥの数 10 10

劣後債及び劣後信託受益権の当初引受割合は、当初の発行総額に対する引受額の割合です。

（四半期連結損益計算書関係）

※ 「販売費及び一般管理費」の主な費目及び金額は、次のとおりです。

前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

従業員給料手当 29,461百万円 27,345百万円

賞与引当金繰入額 5,247百万円 5,107百万円

退職給付費用 1,339百万円 1,348百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

現金預金勘定 146,726百万円 146,438百万円

有価証券 －百万円 1,000百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△1,000百万円 △31百万円

現金及び現金同等物 145,726百万円 147,407百万円
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（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月25日
定時株主総会

普通株式 22,484 309 2019年３月31日 2019年６月26日 利益剰余金

(注) 2019年６月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、2015年11月24日開催の取締役会において導入を決

議した従業員持株ＥＳＯＰ信託が保有する自社の株式に対する配当金83百万円が含まれています。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年10月15日
取締役会

普通株式 21,135 308 2019年９月30日 2019年11月20日 利益剰余金

(注) 2019年10月15日取締役会決議による配当金の総額には、2015年11月24日開催の取締役会において導入を決議し

た従業員持株ＥＳＯＰ信託及び2019年６月25日開催の定時株主総会において導入を決議した役員報酬ＢＩＰ信

託が保有する自社の株式に対する配当金79百万円が含まれています。

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 23,675 345 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

(注) 2020年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、2015年11月24日開催の取締役会において導入を決

議した従業員持株ＥＳＯＰ信託及び2019年６月25日開催の定時株主総会において導入を決議した役員報酬ＢＩ

Ｐ信託が保有する自社の株式に対する配当金65百万円が含まれています。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年10月19日
取締役会

普通株式 14,048 204 2020年９月30日 2020年11月20日 利益剰余金

(注) 2020年10月19日取締役会決議による配当金の総額には、2015年11月24日開催の取締役会において導入を決議し

た従業員持株ＥＳＯＰ信託及び2019年６月25日開催の定時株主総会において導入を決議した役員報酬ＢＩＰ信

託が保有する自社の株式に対する配当金17百万円が含まれています。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ．前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注３)建設事業 不動産事業 金融事業 計

売上高

外部顧客への売上高 254,490 487,200 4,336 746,028 24,048 770,077 － 770,077

セグメント間の内部売上高
又は振替高

52 1,663 492 2,208 588 2,797 △2,797 －

計 254,543 488,864 4,829 748,236 24,637 772,874 △2,797 770,077

セグメント利益 34,990 27,675 1,976 64,641 3,217 67,859 △7,851 60,008

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＬＰガス等供給事業、高齢者介

護事業等を含んでいます。

２．セグメント利益の調整額△7,851百万円には、セグメント間取引消去△478百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△7,372百万円が含まれています。全社費用は主に親会社本社の人事・総務部等管理部

門に係る費用です。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

Ⅱ．当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注３)建設事業 不動産事業 金融事業 計

売上高

外部顧客への売上高 204,062 502,588 4,980 711,631 23,311 734,942 － 734,942

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 1,584 7,317 8,901 246 9,148 △9,148 －

計 204,062 504,173 12,297 720,533 23,557 744,090 △9,148 734,942

セグメント利益 19,946 32,864 2,585 55,395 3,480 58,876 △7,117 51,758

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＬＰガス等供給事業、高齢者介

護事業等を含んでいます。

２．セグメント利益の調整額△7,117百万円には、セグメント間取引消去△533百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△6,584百万円が含まれています。全社費用は主に親会社本社の人事・総務部等管理部

門に係る費用です。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、

以下のとおりです。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益 613円19銭 538円22銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 42,884 36,933

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)

42,884 36,933

普通株式の期中平均株式数(株) 69,936,776 68,622,259

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 612円75銭 537円92銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する
四半期純利益調整額(百万円)

△0 －

(うち連結子会社等の
潜在株式による調整額)(百万円)

(△0) (－)

普通株式増加数(株) 49,996 37,620

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結
会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

(注) １．株式給付信託

株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半

期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めていません。

２．従業員持株ＥＳＯＰ信託

株主資本において自己株式として計上されている従業員持株ＥＳＯＰ信託に残存する自社の株式は、１株

当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。１株当

たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第２四半期連結累計期間

236,137株、当第２四半期連結累計期間85,840株です。

３．役員報酬ＢＩＰ信託

株主資本において自己株式として計上されている役員報酬ＢＩＰ信託に残存する自社の株式は、１株当た

り四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。１株当たり

四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第２四半期連結累計期間9,239株、

当第２四半期連結累計期間53,924株です。
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（重要な後発事象）

（株式取得による会社の買収）

当社は、2020年10月19日開催の取締役会において、株式会社インヴァランス（以下、「ＩＮＶ社」）の株式を

取得し、子会社化することについて決議しました。これに伴い、2020年10月19日付で株式譲渡契約書を締結し、

2020年11月２日付で同社の全株式を取得しました。

１．株式取得の目的

当社は、東京23区を中心とした資産運用型マンション供給で高い実績を誇るＩＮＶ社を当社グループに加え

ることで、当社の重要課題である首都圏戦略において、高いシナジーをもたらすと考えています。また、不

動産開発企業であるＩＮＶ社と賃貸建物を供給・管理している当社はサプライチェーンの中で補完関係にあ

ると考えており、コアビジネスの強化だけでなく相互に新しいビジネスを開発、展開できるものと考えてい

ます。

２．株式取得の相手先の氏名

小暮 学 他

３．買収する会社の概要

会社の名称：株式会社インヴァランス

事業の内容：資産運用型マンション開発・販売業

規模：資本金100百万円

４．株式取得の時期

2020年11月２日

５．取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

取得する株式の数：普通株式2,959,500株

取得価額（概算）：16,611百万円

当該取得価額に加え、業績の達成度合い等に応じて条件付取得対価（アーンアウト対価）が発生する場合が

あります。

取得後の持分比率：100％

６．支払資金の調達方法

自己資金

２ 【その他】

中間配当に関する取締役会の決議は、次のとおりです。

１．決議年月日 2020年10月19日

２．中間配当金総額 14,048百万円

３．１株当たりの額 204円00銭

４．中間配当支払開始日 2020年11月20日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　



独立監査人の四半期レビュー報告書

2020年11月13日

大東建託株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 滝沢 勝己 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 志賀 健一朗 印

　

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大東建託株式会

社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年９

月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー

計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大東建託株式会社及び連結子会社の2020年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

　



・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

　



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年11月13日

【会社名】 大東建託株式会社

【英訳名】 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 克満

【最高財務責任者の役職氏名】 常務取締役経営管理本部長 川合 秀司

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目16番１号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

　



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長小林克満及び当社最高財務責任者常務取締役経営管理本部長川合秀司は、当社の第47期第２四

半期（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記

載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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